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小矢部市地域福祉計画等策定支援業務 仕様書 

 

１．業務名 

小矢部市地域福祉計画等策定支援業務 

 

２．策定対象となる計画 

  ① 第４次小矢部市地域福祉計画 

  ② 第４次小矢部市障害者福祉計画 

③ 第７期小矢部市障害福祉計画 

④ 第３期小矢部市障害児福祉計画 

⑤ 第３次健康おやべプラン 21（第２次いのち支える小矢部市自殺対策計画を含む。） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．期間 

契約締結日から令和６年３月 31 日まで 

 

４．目的 

国や県の動向、小矢部市の状況等を的確に把握し、市が取り組むべき課題や福祉・健康

づくり施策の基本的方向・実施施策や目標を定めるため、第４次小矢部市地域福祉計画
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を上位計画とし、障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法及び障害者差別解消法等

の関係する法律に基づき、第４次小矢部市障害者福祉計画、また実施計画として第７期

小矢部市障害福祉計画及び第３期小矢部市障害児福祉計画、第３次健康おやべプラン 21

を策定することを目的とする。また、地域福祉計画は、重層的支援体制整備事業実施計

画・成年後見人制度利用促進基本計画・再犯防止推進計画も包含した計画とする。さらに

健康おやべプラン 21 は、自殺対策計画も包含した計画とする。 

   

５．業務内容 

（１）基礎的な地域データ及び資料の整理分析 

福祉に関する国の動向や社会経済的特性、県の関連計画について、受託者が情報を

収集、分析、整理を行う。 

市が提供する市の関連資料を基に現状の把握分析を行い、問題点等の実態整理を行

う。また、地区ごとに関する基礎情報を整理して取りまとめを行う。（項目等について

は協議） 

 

（２）住民アンケート調査 

  ①地域福祉計画等に係るアンケート調査 

住民の生活実態や健康状態、福祉施策に対する考え方等の把握を行い、計画策定の

基礎資料とする。調査には、健康増進や自殺対策の内容を包含する。 

受託者は、調査票の設計及び調査票の印刷、発送用及び回収用封筒、礼状兼督促ハガ

キの作成、調査結果の入力・集計・分析を行い、アンケート調査結果のとりまとめを行

う。 

委託者は、対象者の抽出、アンケート調査及び礼状兼督促ハガキに係る宛名ラベル

の作成・封入封緘等、調査票の発送・回収を行う（郵送費については委託者負担）。 

また、マイナンバー制度導入後アンケート業務を実施する際、個人情報に関する扱

いを適正に対応することが必須であり、受託者はプライバシーマークの認証を取得し

ていること。 

【アンケート調査の実施概要】 

調査対象 小矢部市内に居住する 18 歳以上の者 

サンプル数 1,000 人 

調査方法 郵送法 

調査票種類数 １種 

集計方法 
単純集計、属性別クロス集計、その他分析上必要な設問間のクロス

集計 

 

②障害者に係るアンケート調査 

日常生活の中で、障害者の意識、生活実態で抱える問題等を調査し、家庭や地域にお

ける課題、サービスの利用状況、ニーズ等の把握を行う。 

調査項目については、新たな独自設問も検討した内容とし、障害者に配慮した調査
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票作成をすること。 

受託者は、調査票の設計及び調査票の印刷、発送用及び回収用封筒、礼状兼督促ハガ

キの作成、調査結果の入力・集計・分析を行い、アンケート調査結果のとりまとめを行

う。 

委託者は、対象者の抽出、アンケート調査及び礼状兼督促ハガキに係る宛名ラベル

の作成・封入封緘等、調査票の発送・回収を行う（郵送費については委託者負担）。 

また、マイナンバー制度導入後アンケート業務を実施する際、個人情報に関する扱

いを適正に対応することが必須であり、受託者はプライバシーマークの認証を取得し

ていること。 

【アンケート調査の実施概要】 

調査対象 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者 

及び障害福祉サービス利用者 

サンプル数 700 人 

調査方法 郵送法 

調査票種類数 １種 

集計方法 単純集計、属性別クロス集計、その他分析上必要な設問間のクロス集計 

 

（３）関係団体等に対する調査 

ボランティア団体や自治会など、地域福祉や保健・医療にかかる活動団体・組織に対

し、活動状況や課題、地域福祉に対する意見等を聴取するための調査を実施する。 

調査方法については、受託者にて調査シートを作成し、関係団体等がシートに必要

事項を記入する。委託者は、関係団体等への配布・回収を行い、受託者が結果のとりま

とめを行うものとする。（団体数目安は 10～20 団体程度） 

 

（４）住民参画型の意向調査実施 

住民参画の一環として、地域住民との協働体制をともに考えるため住民参画型の意

向調査を少なくとも５地区×１回実施することを予定している。受託者は、住民参画型

の調査手法・指導・支援を市と協議し、住民参画型調査に必要な支援（企画提案、資料

作成、会の開催等）を行う。 

 

（５）庁内関係課に対する調査 

保健福祉関係課や教育関係課等の福祉関連施策の現状を把握し、今後の施策方針や

連携体制を構築するため、関係各課に調査を実施する。 

調査方法については、受託者にて調査シートを作成し、各担当課がシートに必要事

項を記入する。各担当課への配布・回収は委託者が行い、受託者が結果のとりまとめを

行うものとする。 

 

（６）課題の整理・抽出 

基礎的な地域データやアンケート調査などの結果から、地域福祉等に関する施策を
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実施するうえでの課題を整理し、重点課題を抽出する。 

 

（７）検証可能な重点施策・数値目標の検討 

重点施策・数値目標の検討にあたっては、国・県の施策及び市の関連計画との整合性

を図ったうえで、検証可能な評価指標を設定する。 

 

（８）計画骨子案・素案の作成 

上記を踏まえて基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系

をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し内容の協議を行う。 

 

（９）パブリックコメントの実施支援 

計画素案についてのパブリックコメントを市が実施するにあたり、資料作成、実施

方法、とりまとめ等に関するアドバイスを行う。  

 

（10）計画策定委員会の運営支援 

計画内容を審議するために以下の通り設置される計画策定委員会の運営について、

会議資料（原データ）の作成、会議への出席、協議事項に関するアドバイス、議事録作

成等の支援を行う。 

・小矢部市福祉計画策定委員会（地域福祉計画・障害者福祉計画） ３回 

・小矢部市障害福祉計画策定委員会（障害福祉計画・障害児福祉計画）３回 

・健康づくり推進協議会（健康おやべプラン 21 策定委員会） ３回 

 

（11）本業務に関する全国的な情報収集・提供（関連計画及び関連例規） 

①本計画に関する先進事例の提供 

本計画では、国・厚生労働省等の方向性に基づく法定計画の策定になる。また、全

国の幅広い事例や同等規模の取組内容を参考にする場合がある。そのため、国の方向

性及び会議内容について分かりやすく要約して資料として提出すること。合わせて、

全国の地方公共団体で実施している施策・事業に関する事例集を、業務期間中に最低

１回提供すること。事例集は分野別（受託者で任意に設定）にまとめるものとし、都

道府県、市町村名、施策・事業概要、担当課を明記のうえ、合計 50 事例以上とする。 

  ②法令改正による計画との整合性の確保 

受託者は本計画の策定に関する情報また関連法律の改正に伴う例規（条例、規程・

要綱等）を情報提供として適宜提供すること。 

 

６．成果品 

  ・各種アンケート調査結果答案、集計分析等報告書（データ） 

  ・各種統計の分析等報告書 

  ・策定委員会用の修正計画案、資料、記録 

  ・協議打ち合わせ記録 

・地域福祉計画、障害者計画及び障害福祉・障害児福祉計画本編  



5 

（Ａ４判、150 頁程度、表紙・本文ともに１色刷）：データ納品 

・地域福祉計画、障害者計画及び障害福祉・障害児福祉計画概要版 

 （Ａ４判、８頁程度、４色刷）：データ納品 

・健康おやべプラン 21 本編 

 （Ａ４判、80 頁程度、表紙・本文ともに１色刷）：データ納品 

・健康おやべプラン 21 概要版 

 （Ａ４判、８頁程度、４色刷）：データ納品 

・情報提供資料 ５部 

・各３計画（本編・概要版）電子データ一式 

なお、電子データによる納品は、再編集可能なファイル形式（エクセル又はワード）に 

て、印刷用の PDF データとともにその電子媒体（CD-R 等）を納品すること。 

 

７．その他 

（１）本仕様書で明示できないものについては、必要に応じ委託者と協議し、決定するこ

と。 

（２）本業務に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変 

化した場合には、市と協議の上、本業務内容を変更することができる。 

（３）本仕様書で明示できないものについては、必要に応じ小矢部市と協議し、決定する 

こと。 

（４）本業務には、専門的知識や計画化の技術が必要であるとともに、絶えず変化する社 

会情勢等を視野にいれた計画づくりと、先進市町村の情報等を吸収し、全国的視野で 

検討された計画づくりを考慮する必要があるため、受託者は、過去３年以内で地方公 

共団体が発注する地域福祉計画に加えて、介護、障害、子ども、健康増進、自殺対策等 

のいずれかの分野の福祉関連計画の策定実績が全国で200件以上あること、かつ本業務 

の従事者に、社会福祉士等の福祉に関する専門職又はそれに準ずる者を従事させるこ 

と。 


